
シーン①：旅行先で、病院へ搬送

［現状］

急病者の情報は、ほぼなく対応
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・旅行先で突然意識を消失し、周辺にいた人が救急要請をした。
・急病者は、スマー トフォンと小銭・クレジットカー ドのみ所持しており、個人を特定する

情報を持っていなかった。そのため、既往�丙や薬歴、検査歴、アレルギー情報等は不
明であり、身元確認｛叶攻急救命士はじめ医療従事者の方が調べるなどする。

・救急車で病院到着後も、必要な情報が十分ない中で救急処置を進めなければなら
ない場合がある。
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［あるべき姿］

過去の検査等情報を把握し対応
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迅速に対応
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急病者

旅行先で突然意識を消失し、周辺にいた人が救急要請をした。
急病者は、スマ＿トフォンと小銭・クレジットカードのみ所持しており、個人を持定す
る情報を持っていなかった。しかし、顔やクレジットカー ドから急病者の既往病や薬
歴、検査歴、アレルギー情報等把握ができた。到着した救急車の救急救命士に
よって、急病者の既往病などが確認され、最適な専門医がいる医療機関I\救急
搬送できた。
医療機関は、搬送前から急病者に対応する制・機材を準備し、救急車到着後に
効率的に検査・診断・処置を行えた。
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シーン② ：集中治療における遠隔での医療提供（遠隔ICU)

［現状］

集中治療専門医が現場にいないなかで、

集中治療をせざる得ない場合あり

［あるべき姿］

遠隔で集中治療専門医が

支援する体制で集中治療を提供

病院A ・病院B 病院A 病院B

集中治療室

集中治療専門医

集中治療室 集中治療室 集中治療室

集中治療専門医

・ 集中治療専門医は約2000人であり、医師全体の約0.5％のため少ない。そのため、

集中治療の専門家を物理的に医療機関の集中治療室に紐づけると数が足りない。

・ 医療現場と遠隔にいる集中治療専門医己汎患者情報を共有し、集中治療専門

チームをバーチャルで組成することが可能である。

⑲旦杢竺堕 54 Copyright (C)_ 2023 The Japan Research Institute, Limited. All Rfghts Reserved. 



シーン③：来院時以外での患者状況把握

［現状］

患者の受診時の状態のみ把握、

自宅等での治療の経過等の把握は難しい

受診時

旦 名
患者

説明

診断・検査
医師・薬剤師・

看誕師・介誕福
祉士等

［あるべき姿］

自宅等での経時的な記録を共有し、

診断・治療に役立てる

日常で
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患者 医師・薬剤師・看謡師・

介譲福祉士等

・ 患者は自身の病状変化等を医療従事者I\伝えたいが、データを共有できる環境が
十分にない。

・ 医療従事者は、次の受診時までの問は、治療などの効果を把握することが難しい。

・ 患者自身が自宅等で経時的に計測・記録を行い、それらのデータやPHR（を医療

従事者と共有し、診断・治療等を受けられる。場合によっては症状の急変時に、迅
速に対応できる可能性が高まる。

・ 薬剤師などさまさまな医療従事者が専門性を生かし、データに基づき患者の健康

増進に貢献する助言や支援ができる。
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シー ン④：かかりつけの医療機関を変更

［現状］

過去の診療情報が共有・連携され難い

（病気の見逃し、重複検査による医療費の増加）

＠） 
説明

旦
説明

g 
［新たな］［以前］ 患者

かかりつけかかりつけ
診療所 診療所

•新たなかかりつけの医療機関を探したいと考えているが、これまで通っていた医療機関
から紹介状をもらうのが面倒な場合がある。口頭で新たなかかりつけの医療機関へ、
患者が自身の病状や検査・治療歴などを伝える。

・ ただ、患者はこれまでどのような治療方針だったか、間かれてもすべてを説明できるわ
けではない。十分な情報を伝えらない可能性があり、本釆伝えるべき情報が伝えられ
ていない状況が生じる。

⑲目杢雙堕
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［あるべき姿］

これまでの診療情報を活用して診療

今I I I 8fe6:こ

『臼̂＼ g ＠） ＠） 
［以前］ ［以前］ 患者 ［新たな］
その他 かかりつけ かかりつけ

医療機関 診療所 診療所

・ 過去通院した医療機関の情報は、新たなかかりつけ医療機関でも共有され、自ら
の治療などに活用される。患者の伝え忘れも最小化され、患者も自身の病状などを
うまく医療従事者に説明できるか悩むことも少なくなる。

・過去の治療なとを参考にすることで、病状の見逃しを抑制したり、新たな治療方針を
たてたりする際にも活用される。
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シーン⑤ ：異なる施設等で患者情報を共有

［現状］

医療施設・多職種間で共有するのが難しい

［あるべき姿］

医療従事者の業務負荷を軽減し

異なる施設間で情報共有
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・ 医療機関や介語施設・多職種間での患者情報共有の際に、施設間でフォーマットやシステ
ムが異なり共有が難しい。

・ 病院・診療所・薬局間との顧客屑報の連携のために 、 FAX送信か患者自身が該当する情
報を持参する。

・ 情報不足を補うため、多職種間で電話等のやり取りか別途発生する。

・ 医療機関と介護施設・保健師等との情報共有が十分拉1にくし濃湛紅ある。

・ 施設間の情報連携がな改1ない場合、例えば別の医療機関にいる病理医が検査し扇吉果
が、USBに保存四1依頼元に郵送されることもある。

⑲旦杢雙堕
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病院A 介誕施設 保健師等 薬局 診療所 病院B

・ 医療機関や介護施設・多職種間で患者情報が共有されており、各医療機関や医

療従事者での対応が最小化されている。
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シー ン⑥：進学時の健診結果などの共有

［現状］

進学時に健康診断データが途切れる

諭 息B 息
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息―-X-- --X-·

保健師A 保健師B 保健師c

゜ ゜ ゜
゜
小学生 中学生 醤校生

・ 小学生～高校生までの健康情報の管理は、監督官庁の異なる保健師などがフォ

ロ—しており、進学時にデータが途切れることがある。

⑲旦杢良堕
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［あるべき姿］

進学時でのデータ共有がなされ、

適切な診断・介入につなげる
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國 息息 息
保健師A 保健師B 保健師c

゜ ゜ ゜
゜
小学生 中学生 匿校生

・ 小児科医・婦人科医・心療内科医、かかりつけ医、保健師等において、心身の変化

の大きい時期である小学生～高校生までの健康情報が一貫して共有されることで、

適切な診断・介入につなけることができる。
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シー ン⑦：自治体との患者情報の共有

［現状］

患者・医療機関の

自治体に提出する書類作成の負担

臼 診断書・
傘診断雷提供 r

ヽ
必要書蜘E出 直

医療機関 患者 自治体

・患者の要望を受け、自治体に提出するための書類を医療機関側が作成する。その
後、患者は、その書類を見ながら、自治体に提出するための書類に必要事項を記入
し提出する。

⑲旦杢竺堕
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［あるべき姿］

診断・検査結果を患者の同意・要望のもと

自治体に迅速に情報共有

| 
G込

I 
函 直
医療機関 自治体

・医療機関の診断・検査結果が、患者の同意・要望に従い、自治体に迅速に情報共
有される。患者側の行うことが、必要最低限となる。
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シーン⑧：個々人に適した医療の提供（個別化医療）

［現状］ ［あるべき姿］

個別化医療に向けたデータ連携の途上

さまざまな疾患を患う
（他疾患併存）

i 三ま、i
雨

（画像データや治療効果などの
連携は現時点では対象外）

さまざまな選択肢から最適な医療を検討

”トト ｝

”
――――
 

析デ

個々人に適した
医療の選択に貢献

者患.
9

•自分自身の現在に至る一部の治療情報(3文書6情報等）などを、医療従事者
と共有できる仕組みの構築が進む見込み。ただし、例えば、電子カルテにおいては多
くのデータが利活用できる状況にない。

・既往歴や服薬状況、体質などさまざまな要因に応じてどのような治療効果があったか
などの解析が進み、国民の健康増進のためのデータが蓄積されている。

・データに基づき、医療従事者とともに個々人に応じた最適な治療の選択肢を検討で
きるようになる。個々人に適したより良い医療が受けられている。

⑲旦杢良堕
3靖（①躙謂闘暉、 ®ヤ画像笥を含譴院爵サマ圧③璽晨診断詰累報告）
6情報（①傷病名 ． ＠アレルギー隕報.@感染症情報、 ④薬剤禁忌情報、 ⑤検査情報（救急時に有用な検嚢、 生活藝慣病関
連の検査）．⑥処方情報）
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